
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

参
議
院
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会

一
、
国
民
投
票
の
対
象
・
範
囲
に
つ
い
て
は
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
、
そ
の
意
義
及
び
必
要
性
の
有
無
等
に
つ
い
て
十
分
な

検
討
を
加
え
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

一
、
成
年
年
齢
に
関
す
る
公
職
選
挙
法
、
民
法
等
の
関
連
法
令
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
国
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
て
検
討
を
加

え
る
と
と
も
に
、
本
法
施
行
ま
で
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
完
了
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

一
、
憲
法
改
正
原
案
の
発
議
に
当
た
り
、
内
容
に
関
す
る
関
連
性
の
判
断
は
、
そ
の
判
断
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

外
部
有
識
者
の
意
見
も
踏
ま
え
、
適
切
か
つ
慎
重
に
行
う
こ
と
。

一
、
国
民
投
票
の
期
日
に
関
す
る
議
決
に
つ
い
て
両
院
の
議
決
の
不
一
致
が
生
じ
た
場
合
の
調
整
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
こ
と
。

一
、
国
会
に
よ
る
発
議
の
公
示
と
中
央
選
挙
管
理
会
に
よ
る
投
票
期
日
の
告
示
は
、
同
日
の
官
報
に
よ
り
実
施
で
き
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。



一
、
低
投
票
率
に
よ
り
憲
法
改
正
の
正
当
性
に
疑
義
が
生
じ
な
い
よ
う
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
本
法
施
行
ま
で
に
最
低
投
票

率
制
度
の
意
義
・
是
非
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

一
、
在
外
投
票
に
つ
い
て
は
、
投
票
の
機
会
が
十
分
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
、
万
全
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

一
、
国
民
投
票
広
報
協
議
会
の
運
営
に
際
し
て
は
、
要
旨
の
作
成
、
賛
成
意
見
、
反
対
意
見
の
集
約
に
当
た
り
、
外
部
有
識
者

の
知
見
等
を
活
用
し
、
客
観
性
、
正
確
性
、
中
立
性
、
公
正
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。

一
、
国
民
投
票
公
報
は
、
発
議
後
可
能
な
限
り
早
期
に
投
票
権
者
の
元
に
確
実
に
届
く
よ
う
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の

情
報
入
手
手
段
が
多
様
化
さ
れ
て
い
る
実
態
に
か
ん
が
み
、
公
式
サ
イ
ト
を
設
置
す
る
な
ど
周
知
手
段
を
工
夫
す
る
こ
と
。

一
、
国
民
投
票
の
結
果
告
示
に
お
い
て
は
、
棄
権
の
意
思
が
明
確
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
、
白
票
の
数
も
明
示
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

一
、
公
務
員
等
及
び
教
育
者
の
地
位
利
用
に
よ
る
国
民
投
票
運
動
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
意
見
表
明
の
自
由
、
学
問
の
自
由
、

教
育
の
自
由
等
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
特
に
慎
重
な
運
用
を
図
る
と
と
も
に
、
禁
止
さ
れ
る
行
為
と
許
容
さ
れ

る
行
為
を
明
確
化
す
る
な
ど
、
そ
の
基
準
と
表
現
を
検
討
す
る
こ
と
。

一
、
罰
則
に
つ
い
て
、
構
成
要
件
の
明
確
化
を
図
る
な
ど
の
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
も
含
め
て
検
討

す
る
こ
と
。



一
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
有
料
広
告
規
制
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
関
係
者
の
自
主
的
な
努
力
を

尊
重
す
る
と
と
も
に
、
本
法
施
行
ま
で
に
必
要
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

一
、
罰
則
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
公
職
選
挙
運
動
の
規
制
と
の
峻
別
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
国
民
の
憲
法
改
正
に
関
す
る

意
見
表
明
・
運
動
等
が
萎
縮
し
制
約
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
慎
重
に
運
用
す
る
こ
と
。

一
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
凍
結
期
間
で
あ
る
三
年
間
は
、
憲
法
調
査
会
報
告
書
で
指
摘
さ
れ
た
課
題
等
に
つ

い
て
十
分
な
調
査
を
行
う
こ
と
。

一
、
憲
法
審
査
会
に
お
け
る
審
査
手
続
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
憲
法
改
正
原
案
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
定
足
数
や
議
決
要

件
等
を
明
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
審
議
に
当
た
っ
て
は
、
少
数
会
派
に
も
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

一
、
憲
法
改
正
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
は
、
国
民
へ
の
情
報
提
供
に
努
め
、
ま
た
、
国
民
の
意
見
を

反
映
す
る
よ
う
、
公
聴
会
の
実
施
、
請
願
審
査
の
充
実
等
に
努
め
る
こ
と
。

一
、
合
同
審
査
会
の
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
衆
参
各
院
の
独
立
性
、
自
主
性
に
か
ん
が
み
、
各
院
の
意
思
を
十
分
尊
重
す
る
こ

と
。右

決
議
す
る
。


